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KR


Copy to: 営業部 (コピーは「報告すべき事項あり」の場合のみ技術管理室から配布すること) 

	[bookmark: _GoBack]瑕疵・顧客クレーム等報告
	承認
(主管部長)
	作成
(T/L又は部(室)責任者)

	
	．　 ．
	2016.06.30

	
	印

	印
前田

	プロジェクト名/
契約期間
	ハノイ環状3号線建設事業
(2015年7月15日～2016年9月14日)
	作業ｺｰﾄﾞ
	JA15R1003

	顧客名
	Project Management Unit Thang Long, MOT
	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ国名
	ベトナム

	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの種類
	 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ、	  M/P、 	□ F/S、	 B/D、      ■D/D、
 S/V、	 その他(                      )

	作成者名 (本件との関係)
	前田　哲哉（開発事務所長）

	報告書作成の該当時点
	 処置が完了した時点、■定期的に毎年6月 (末日必着)、	 プロジェクト終了時、
或いは、 顧客からクレームが発行された時点 (                      ) 

	A.
	■ 報告すべき事項はなし（昨年6月から）（B欄以下記述不要）
 報告すべき事項あり（詳細は以下に記述）
(KNには別途電子ファイル(Word file)をメールに添付し int.n@gx.n-koei.co.jp 宛に送付する)　

	

	B.
	品質に係る事項　
環境に係る事項　
品質および環境両方に係る事項　
上記以外　

	(1) 発生時期 


	(2) 分類
顧客クレーム：（直接　間接　第3者から　その他(           )）
瑕疵：（調査　計画　設計　施工管理　その他(            )）
技術情報：（設計変更　工種変更　その他(                )）

	(3) 概要


	(4) 発生原因（注：➀発生原因を分析し、なぜ発生したかを詳細に記述すること。➁顧客クレームについては、コンサルタントのパフォーマンスが契約書のどの条項に違反したため顧客クレームを受けたかを具体的に記述すること。➂技術情報については、契約書のどの条項を満たす上で設計変更や工種変更が必要となり、追加コストが発生したかを具体的に記述すること。）



　注：該当する項目のに✓を入れる。
	
瑕疵・顧客クレーム等報告（続）

	(5) 対応



	(6) 対応費用（ 必要　　 不要）
・NK負担費用：　　　　　　百万円
a) 人件費（対応に必要とした部(室)、現場での総人件費：M/M x資格区分）


b) 直接経費（対応に必要となった解析委託費、交通費、手当等の総経費）


c) 瑕疵等に伴うNK負担工事費


d) その他費用


・追加総工事費用


・その他費用



	(7) 予防策　（ 以下のとおり　 なし）
(注：今後、同様の顧客クレームを受けないため、または設計変更や工種変更による追加コスト(持ち出し)の発生といった同様の事態を防ぐため、契約上の改善点があれば予防策の一つとして記述すること) 


	(8) 関連情報　（ 以下の通り　　 なし）



	(9) 添付資料（ 添付あり　　 添付なし）



	(10) 効果の確認 (予防策の有効性確認)　
(注：予防策の有効性確認とは、実施した予防策によって再発に歯止めがかけられたことの確認です。周知徹底した記録、その教訓を今後も継続し、以降の案件で予防策が確実に実施され有効であることを確認して記述ください) 
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